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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成25年5月16日(2013.5.16)

【公表番号】特表2012-520470(P2012-520470A)
【公表日】平成24年9月6日(2012.9.6)
【年通号数】公開・登録公報2012-035
【出願番号】特願2011-554260(P2011-554260)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/53     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/543    (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/02     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/37     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  33/53    　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ  33/543   ５４５Ａ
   Ｃ１２Ｑ   1/02    　　　　
   Ｃ１２Ｑ   1/37    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年3月29日(2013.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　本開示の態様は、再標的化エンドペプチダーゼに感受性である樹立した細胞株由来の細
胞を一部含む。本明細書で使用されるとき、用語「再標的化エンドペプチダーゼに感受性
である細胞」、「再標的化エンドペプチダーゼによる再標的化エンドペプチダーゼ活性に
感受性である細胞」または「再標的化エンドペプチダーゼによる再標的化エンドペプチダ
ーゼ活性に感受性である樹立した細胞株由来の細胞」は、再標的化エンドペプチダーゼが
ＳＮＡＰ－２５基質の蛋白質分解を起こし全般的な細胞機構を行うことができる細胞を言
い、それによりエキソサイトーシスを阻害し再標的化エンドペプチダーゼのその受容体へ
の結合、エンドペプチダーゼ／受容体複合体のエンドペプチダーゼ、細胞内小胞から細胞
質内へ再標的化エンドペプチダーゼ軽鎖の転座ならびにＳＮＡＰ－２５のタンパク質分解
的切断を含む。定義に従い、再標的化エンドペプチダーゼ活性に感受性である細胞は少な
くとも１つの再標的化エンドペプチダーゼ受容体および少なくとも１つのＳＮＡＰ－２５
基質を発現するか発現するように改変されなければならない。本明細書で使用されるとき
、用語「再標的化エンドペプチダーゼを取り込む細胞」または「再標的化エンドペプチダ
ーゼを取り込むことができる樹立した細胞株を含む細胞」は、再標的化エンドペプチダー
ゼがＳＮＡＰ－２５基質の蛋白質分解を起こし全般的な細胞機構を行うことができる細胞
を言い、それによりエキソサイトーシスを阻害し再標的化エンドペプチダーゼのその受容
体への結合、エンドペプチダーゼ／受容体複合体のエンドペプチダーゼ、細胞内小胞から
細胞質内へ再標的化エンドペプチダーゼ軽鎖の転座ならびにＳＮＡＰ－２５のタンパク質
分解的切断を含む。定義に従い、再標的化エンドペプチダーゼを取り込むことができる細
胞は少なくとも１つの再標的化エンドペプチダーゼ受容体および少なくとも１つのＳＮＡ
Ｐ－２５基質を発現するか発現するように改変されなければならない。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　本開示の態様は、クローン細胞株を得た親細胞株由来の細胞よりもより安定している再
標的化エンドペプチダーゼ活性に感受性である樹立したクローン細胞株由来の細胞を一部
含む。ここで、用語「安定している」は、同じアッセイ条件および同じ再標的化エンドペ
プチダーゼが両方のアッセイで使用される場合、同一または類似の継代数のクローン細胞
株を得た親細胞株由来の細胞により示される相対的なＥＣ５０、感度、有効性、明確に定
義された上漸近線および／または明確に定義された用量応答曲線の値と類似する再標的化
エンドペプチダーゼ活性のＥＣ５０、感度、有効性、明確に定義された上漸近線および／
または明確に定義された用量応答曲線を示す特定の継代数における樹立したクローン細胞
株由来の細胞を言う。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９３】
　本開示の態様は複数の細胞継代で安定している再標的化エンドペプチダーゼ活性に感受
性である樹立したクローン細胞株由来の細胞を一部含む。ここで、用語「安定している」
とは同じアッセイ条件および同じ再標的化エンドペプチダーゼが両方のアッセイで使用さ
れる場合、同じ樹立したクローン細胞株の先行する継代数の細胞に由来する細胞により示
される相対的なＥＣ５０、感度、有効性、明確に定義された上漸近線および／または明確
に定義された用量応答曲線の値と類似する再標的化エンドペプチダーゼ活性のＥＣ５０、
感度、有効性、明確に定義された上漸近線および／または明確に定義された用量応答曲線
を示す特定の継代数における樹立したクローン細胞株由来の細胞を言う。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
　ＳＮＡＰ－２５は内因性ＳＮＡＰ－２５または外因性ＳＮＡＰ－２５であってもよい。
本明細書で使用されるとき、用語「内因性ＳＮＡＰ－２５」は、ＳＮＡＰ－２５の外部物
質源またはＳＮＡＰ－２５をコード化する遺伝物質の外部物質源を必要とすることなく細
胞がＳＮＡＰ－２５を固有に発現するように細胞のゲノム中に天然にコードされている細
胞に天然に存在するＳＮＡＰ－２５を言う。内因性ＳＮＡＰ－２５の発現は細胞分化など
の環境刺激を加えてもまた加えなくてもよい。定義に従い、内因性ＳＮＡＰ－２５は天然
のＳＮＡＰ－２５またはその変異体だけである。例えば、以下の樹立された細胞株はＢＥ
（２）－Ｍ１７、Ｋｅｌｌｙ、ＬＡ１－５５ｎ、Ｎ１Ｅ－１１５、Ｎ４ＴＧ３、Ｎ１８、
Ｎｅｕｒｏ－２ａ、ＮＧ１０８－１５、ＰＣ１２、ＳＨ－ＳＹ５Ｙ、ＳｉＭａ、ＳＫ－Ｎ
－ＤＺおよびＳＫ－Ｎ－ＢＥ（２）－Ｃなどの内因性ＳＮＡＰ－２５を発現する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１６】
　本明細書で使用されるとき、用語「外因性ＳＮＡＰ－２５」は、ＳＮＡＰ－２５の外部
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物質源またはヒトの操作によりＳＮＡＰ－２５をコード化する遺伝物質の外部物質源を導
入することで細胞内に発現するＳＮＡＰ－２５を言う。外因性ＳＮＡＰ－２５の発現は細
胞分化などの環境刺激を加えてもまた加えなくてもよい。非限定的な例として、樹立した
細胞株由来の細胞はＳＮＡＰ－２５の一時的または安定したトランスフェクションにより
外因性ＳＮＡＰ－２５を発現できる。他の非限定的な例として、樹立した細胞株由来の細
胞はＳＮＡＰ－２５の蛋白質移入により外因性ＳＮＡＰ－２５を発現できる。外因性ＳＮ
ＡＰ－２５は天然のＳＮＡＰ－２５またはその変異体でありまたは天然には存在しないＳ
ＮＡＰ－２５またはその変異体である。
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